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＜＜いじめの定義＞＞  
     「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している生徒と一定の  
   人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット  
   を通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦  
   痛を感じているものをいう。  
 

                          誰もが安心して過ごすことのできる学校づくりを目指して  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新潟市立新津第二中学校  

 いじめ防止基本方針  

 いじめは、どの子どもにも起こりうる深刻な人権侵害であることを認識し、生徒が

互いに認め合い、支え合い、高め合う人間関係を築くことができるよう、学校、保護

者、地域が互いに信頼関係を構築し、それぞれの役割を自覚して、いじめのない社会

の実現に向けて取り組む。  

  

教職員の姿勢  

 積極的・組織的に  
 いじめを見付け  
 子どもと共に課題解決を図る  
    小さなサインも見逃さない  
  一人で抱え込まない  
    組織的に取り組む  

いじめ解決への対応   

方針を決め、組織的に対応する      
課題解決のために  
       ・解決方針を共通理解  
       ・事実確認、情報収集  
       ・支援と指導  
         経過観察  

 いじめ未然防止  

 いじめを生まない  
 人間関係・学校風土づくり  
   わかる授業・できる授業  
   一人一人を大切にし、  
       生かす日常活動  
   保護者・地域との協力体制  

いじめの早期発見  

 いじめは  
 観ようとしなければ見えない  
   日常の観察  
   こまめな記録の積み重ね  
   アンケート等の活用  
   教育相談体制の充実  

 対策組織  

 いじめ防止対策委員会  

  ○構成メンバー  

   校長、教頭、生徒指導主事、学年主任（学級担任、部活担当等）  

   養護教諭、スクールカウンセラー  

   ※市教委チーフアドバイザー、スクールソーシャルワーカー  

    学校医、学校薬剤師等  

 新津第二中学校区  

 いじめ防止連絡協議会  

  ○連携協議会と構成メンバー  

   荻川コミュニティー協議会、地区民生児童委員、各小中学校ＰＴＡ  

   荻川ブロック青少年育成協議会  

   学校代表（各学校長、教頭、生徒指導主事、生活指導主任等）  

 支持的風土の醸成  
 
 
  信頼関係  
    子どもと  
    保護者と  
    地域と  

本市の基本理念  

新潟市の指針  

 

新津第二中学校の取組  

 

 



 
 

                   早期発見、察知                                            

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         報告  

 
 

           即時報告  

 
                        
 
 
 
 
 

                         報告  

 
 

                   即座に協議、判断、  

 
                            
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      即時報告                  早期対応  

 
 
 
 

 

 予防・防止年間計画  報告・対応計画  

  ４月  ・生徒理解会議  

     ・職員研修会  

 ５月  ●いじめゼロ全校集会１  

    ○生活アンケート１（心の扉）  

    △教育相談週間（１回目）  

 ６月  ○いじめアンケート１  

 ７月  ○生活アンケート２（心の扉）  

    □保護者懇談会  

 ８月   ◎前期の評価、反省  

 ９月  ○生活アンケート３（心の扉）  

１０月  ○いじめアンケート２  

１１月  ●いじめゼロ全校集会２  

    △教育相談週間（２回目）  

        ○生活アンケート４（心の扉）  

１２月   □保護者懇談会  

 １月   ○いじめアンケート３  

    ◎年度の評価、反省  

 ２月   ○生活アンケート５（心の扉）  

 ３月    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

●呼びかけ活動 全校集会  年２回  

 ①１回目  ５月中（教師主導型）  
  ・校長先生、生徒指導主事の話  
  ・生徒会長の話  
  ・いじめアンケート  
 ②２回目１１月中（生徒主導型）  
  ・生徒会長の話  
  ・本部、専門委員会の呼びかけ  
  （いじめ劇、作文発表、全校署名等）  
  ・活動の振り返り  

○調査活動＋△教育相談  

 いじめアンケート＋生活アンケート（心の扉  
→年間８回実施。  

 ※学年主任が集約し、校長、教頭、主事、  
教育相談主任が確認する。用紙は問題
がない場合も卒業までは金庫に保管す
る。  

 ※教育相談週間での相談とアンケート、  
  年３回５月、１１月、２月に実施  

□保護者懇談会  

  年２回の保護者懇談会でも必ず話題に  
入れる。７月と１２月に実施   

その  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

日常の職員情報交換  

 ・朝の打合せ（毎回）  
 ・企画委員会（毎週）  
 ・生徒指導部会（毎週）と情報の回覧  
 ・職員会議（毎月）  
  ・生活ノート点検（毎日）   特に重要  
 
 
 ※上記のように、職員間の情報交換を密 
に行うことにより、連絡、周知、徹底漏  れ
も防ぐ。  

発見者  

学年主任  

校 長  

教 頭  

主 事  

教育委員会  

学年主任は  

①校長  ②教頭  ③生徒指導主事  

の三者に速やかに報告する。  

重大事態への対処  

 ○  生徒が自殺を企図した場合  

 ○  身体に重大な障害を被った場合  

 ○  金品等に重大な被害を被った場合  

 ○  精神性の疾患を発症した場合  及び  

 ○  相当期間、連続して欠席することを余      

   儀なくされている疑いが認められるとき。 

関係機関  

早期対応  
いじめ対応  

ミーティング  

 

  日常観察、本人の申し出、生活ノート、教育

相談、他の生徒や保護者から情報提供、いじめ

アンケート、その他  

※市教委学校支援課、警察署、県警サポート 
センター、児童相談所、家庭裁判所、市教育相
談センター、特別支援教育サポートセンター  

いじめの情報  

 


